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令和２年度諫早市農業委員会 第８回総会議事 録 

 

１ 開催日時 令和２年１０月２８日（水）開 会 午後２時００分 ～ 閉 会 午後３時４０分 

 

２ 開催場所 諫早市役所 本館８階 ８－１会議室 

 

３ 出席委員 （２０人） 

会 長   ２０番 山 開 博 俊 

会長職務代理者   １９番  小 森 俊 夫 

農 業 委 員    １番 池田つや子   ２番 久 保  繁   ３番 中 尾 貞 治 

   ４番 久 本 純 造   ５番 立 森 和 富   ６番 前 田 貞 松 

   ７番 中 川 一 範   ８番 松 尾 正 晴   ９番 長谷川 博 

  １０番 山 口 勇 満  １１番 中 島 康 範  １２番 松 本 秀 德 

  １３番 陣 野 昭 則  １４番 山 口 廣 三  １５番 澤 久  進 

  １６番 周 防 克 己  １７番 池 田 武 弘  １８番 野 副 栄 治 

 

４ 欠 席 委 員 （０人）     

 

５ 付 議 事 件 

第１号 農地法第３条の規定による許可申請書審議の件 

第２号 農地法第４条の規定による許可申請書審議の件 

第３号 農地法第５条の規定による許可申請書審議の件 

第４号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等審議の件 

第５号 農地中間管理事業に係る「農用地利用配分計画」に対する意見聴取の件 

第６号 地籍調査事業による農地地目の変更に伴う意見聴取の件 

第７号 農地利用最適化推進施策の改善に関する意見書（案）の件 

第８号 農地利用最適化推進委員の委嘱について 

 

６ 報 告 

第１号 農地法第３条の３の規定による届出書受理の件 

第２号 農地法第１８条第６項の規定による合意解約の通知の件 

第３号 農地法第５条の規定による農地転用届出書受理の件 

第４号 農地改良届出書受理の件 

第５号 農業用施設届出書受理の件 

第６号 非農地通知申出書受理の件 

 

７ そ の 他 
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８ 事 務 局 

局 長 宇野和利    次 長 寿柳知己   主 任 半 田 智 也 

事務職員 中山幸一    事務職員 山内 裕  

 

９ 議 事 

（開会） 

議   長   これより、「令和２年度 諫早市農業委員会 第８回総会」を開会いたします。 

総会の定足数について、事務局より報告願います。 

事 務 局   総会の定足数につきまして、ご報告いたします。 

         農業委員会の在任委員２０名中、２０名全員の出席で定足数に達していますので、

総会が成立していることをご報告いたします。以上で、報告を終わります。 

議   長   それでは議事に入る前に、諫早市農業委員会総会会議規則第１９条第２項に規 

定の議事録署名人を定めたいと存じます。 

         私に、ご一任いただければ指名したいと思いますが、いかがでしょうか。 

         （「異議なし」と言う者あり） 

議   長   異議なしということでありますので、議事録署名人に５番・立森和富委員、１４

番・山口廣三委員のご両人にお願いいたします。 

        それでは、議事に入りますが、議事進行上、発言される際は、挙手をし、議長の

許可を受けてから、氏名を告げて発言をお願いします。 

また、発言は、簡明に、議題外、又はその範囲を越えないようにお願いします。 

（議案第１号）  それでは、議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請書審議の件」を議題

といたします。事務局から説明をお願いします。 

事 務 局   議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請書審議の件」についてご説明し

ます。 

１番、諫早地区、福田町の農地１筆、５１１㎡について、耕作に便利なため贈与

を受ける申請です。権利取得後の農地面積は５，０１８㎡で、農業委員会が定める

下限面積を超えています。コンバインやトラクター等の機械は所有されております。

また、農業に３６年間従事され、譲受人宅から申請地までは徒歩で約１分でありま

すので、機械、労働力、技術、通作距離に問題は無いと思われます。 

２番、諫早地区、栄田町の農地１筆、１，１１４㎡について、新規に就農するた

め購入する申請です。権利取得後の農地面積は８，３４５.５９㎡で、農業委員会が

定める下限面積を超えています。農地所有適格法人の要件は満たされており、トラ

クターや普通トラック等の機械も所有されております。また農作業をする役員の人

数は十分あると思われ、譲受人の会社から申請地までは車で約１０分でありますの

で、機械、労働力、技術、通作距離に問題は無いと思われます。 

３番、小野地区、長野町の農地７筆、５，１２７㎡について、農地の贈与を受け

農業に精進するための申請です。権利取得後の農地面積は５，１２７㎡で、農業委

員会が定める下限面積を超えています。トラクターやコンバイン等の機械は所有さ
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れており、家族と一緒に農作業をされています。また、農業に２５年間従事され、

譲受人宅から申請地までは車で約１０分でありますので、機械、労働力、技術、通

作距離に問題は無いと思われます。 

４番、有喜地区、早見町の農地１筆、１，６７６㎡について、農業経営規模拡大

を行うため購入する申請です。権利取得後の農地面積は９，６４９㎡で、農業委員

会が定める下限面積を超えています。トラクターや普通トラック等の機械は所有さ

れており、家族と一緒に農作業をされています。また、農業に５１年間従事され、

譲受人宅から申請地までは車で約２分でありますので、機械、労働力、技術、通作

距離に問題は無いと思われます。 

５番、長田地区、小豆崎町の農地１筆、５９３㎡について、農業経営規模拡大を

行うため購入する申請です。権利取得後の農地面積は５，３６７㎡で、農業委員会

が定める下限面積を超えています。トラクターや軽トラック等の機械は所有されて

おり、家族と一緒に農作業をされています。また、農業に４０年間従事され、譲受

人宅から申請地までは徒歩で約５分でありますので、機械、労働力、技術、通作距

離に問題は無いと思われます。 

６番、多良見地区、多良見町野副の農地２筆、２，１２１.６４㎡について、貸借

していた農地の贈与を受け、農業に精進するための申請です。権利取得後の農地面

積は９，９９５.０４㎡で、農業委員会が定める下限面積を超えています。トラクタ

ーや普通貨物車等の機械は所有されており、家族と一緒に農作業をされています。

また、農業に６７年間従事され、譲受人宅から申請地までは車で約１０分でありま

すので、機械、労働力、技術、通作距離に問題は無いと思われます。 

７番と８番は、譲受人が同一の案件です。 

７番、森山地区、森山町田尻の農地８筆、４，８５６㎡、 

８番、森山地区、森山町田尻の農地１筆、９６０.６４㎡、 

        計９筆５，８１６．６４㎡の贈与を受け、農業に精進するための申請です。権利取

得後の農地面積は５，８１６.６４㎡で、農業委員会が定める下限面積を超えてい

ます。トラクターやコンバイン等の機械は所有されております、また、農業に３年

間従事され、譲受人宅から申請地までは車で約１５分でありますので、機械、労働

力、技術、通作距離に問題は無いと思われます。 

９番、小長井地区、小長井町田原の農地１筆、９７２㎡を耕作に便利なため購入

する申請です。権利取得後の農地面積は８，０２４㎡で、農業委員会が定める下限

面積を超えています。トラクターや軽トラック等の機械は所有されており、家族と

一緒に農作業をされています。また、農業に４０年間従事され、譲受人宅から申請

地までは徒歩で約２分でありますので、機械、労働力、技術、通作距離に問題は無

いと思われます。以上で議案第１号の説明を終わります。 

議   長   議案第１号の説明がありましたので、１番と２番・諫早地区担当の委員さん補足

説明をお願いします。 

委   員   １番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、贈与を受ける農

地において年間を通し、水稲を栽培されると見込まれます。権利取得後において周
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辺地域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力する。」とのことで

あり、地域との調和要件も満たされています。農地法第３条第２項各号のいずれに

も該当しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。 

         ２番については、９月に申請がありましたけれども、所在の再確認のために取下

げの申出があり、確認が取れたことから今月改めて申請があったものです。農地を

地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、購入する農地において年間を通

し、玉ねぎを栽培されると見込まれます。権利取得後において周辺地域に及ぼす影

響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力する。」とのことであり、地域との調

和要件も満たされています。農地法第３条第２項各号のいずれにも該当しないため、

地区協議会でも問題ないとの意見でした。ご審議をお願いします。 

議   長   １番と２番の説明がありましたが、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、１番と２番は申請どおり許可することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、１番と２番は申請どおり許可することに決定いたし

ます。  

議   長   ２番については、計画どおり耕作しているのかの確認と指導を地区の委員さんに

お願いをします。 

議   長   次に、３番・小野地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ３番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、贈与を受ける農

地において年間を通し、水稲、なす、ほうれん草を栽培されると見込まれます。権

利取得後において周辺地域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協

力する。」とのことであり、地域との調和要件も満たされています。農地法第３条

第２項各号のいずれにも該当しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。

ご審議の程よろしくお願いします。 

議   長   ３番の説明がありましたが、何かご質問はありませんか。 

        （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、３番は申請どおり許可することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、３番は、申請どおり許可することに決定いたします。 

議   長   次に、４番・有喜地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ４番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、購入する農地に

おいて年間を通し、生姜を栽培されると見込まれます。権利取得後において周辺地

域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力する。」とのことであり、

地域との調和要件も満たされています。農地法第３条第２項各号のいずれにも該当

しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。ご審議の程よろしくお願い

します。 
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議   長   ４番の説明がありましたが、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、４番は申請どおり許可することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、４番は、申請どおり許可することに決定いたします。 

議   長   次に、５番・長田地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ５番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、購入する農地に

おいて年間を通し、玉ねぎ、さつまいも等を栽培されると見込まれます。権利取得

後において周辺地域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力す

る。」とのことであり、地域との調和要件も満たされています。農地法第３条第２

項各号のいずれにも該当しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。ご

審議お願いします。 

議   長   ５番の説明がありましたが、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、５番は申請どおり許可することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、５番は申請どおり許可することに決定いたします。 

議   長   次に、６番・多良見地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ６番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、贈与を受ける農

地において年間を通し、みかんを栽培されると見込まれます。権利取得後において

周辺地域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力する。」とのこと

であり、地域との調和要件も満たされています。農地法第３条第２項各号のいずれ

にも該当しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。ご審議お願いしま

す。 

議   長   ６番の説明がありましたが、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので６番は申請どおり許可することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、６番は申請どおり許可することに決定いたします。 

議   長   次に、７番と８番・森山地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ７番と８番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、贈与を受

ける農地において年間を通し、水稲、さつまいもを栽培されると見込まれます。権

利取得後において周辺地域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協

力する。」とのことであり、地域との調和要件も満たされています。農地法第３条

第２項各号のいずれにも該当しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。

ご審議お願いします。 
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議   長   ７番と８番の説明がありましたが、何かご質問はありませんか。 

        （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、７番と８番は申請どおり許可することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、７番と８番は、申請どおり許可することに決定いた

します。 

議   長   次に、９番・小長井地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ９番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、購入する農地に

おいて年間を通し、さといも、馬鈴薯等を栽培されると見込まれます。権利取得後

において周辺地域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力する。」

とのことであり、地域との調和要件も満たされています。農地法第３条第２項各号

のいずれにも該当しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。ご審議の

程よろしくお願いします。 

議   長   ９番の説明がありましたが、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、９番は申請どおり許可することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、９番は申請どおり許可することに決定いたします。    

（議案第２号）  次に、議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請書審議の件」を議題とい

たします。事務局から説明をお願いします。 

事 務 局   議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請書審議の件」を説明します。 

        １番、小長井町小川原浦の田３筆、計４,０６６㎡について、３，０００㎡以上

の造成を行う農地改良工事で一時転用の申請です。農地区分はその他の区域、農振

白地です。農地の立地基準については第２種農地に該当しております。申請地は、

これまで水田として利用していましたが、灌漑水が不足し水稲栽培が難しいことか

ら、既存石積の一部を嵩上げし、最大０．６ｍの盛土を施す改良工事によって畑と

するものです。工事完了後は大根を作付する計画です。雨水は自然流下、隣接する

農地はありません。資金については通帳の写しで確認しています。議案第２号につ

いては、以上となっております。 

議   長   １番・小長井地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   １番の農地を担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したとこ

ろ、土地利用計画図等から判断して申請内容は適正であると思われます。ご審議の

ほどよろしくお願いします。 

議   長   １番の説明がありましたが、何かご質問はありませんか。 

委   員   農地改良届出ではなく転用申請となるのは何故ですか。 

事 務 局   今回の件は、３，０００㎡を超える農地改良であるため農地改良届出ではなく、

一時転用の申請となります。 
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議   長   ほかにご質問はありませんか。 

        （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、１番は申請どおり許可することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、１番は、申請どおり許可することに決定いたします。 

議   長   次に、議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請書審議の件」を議題とい 

（議案第３号） たします。事務局から説明をお願いします。 

事 務 局   議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請書審議の件」を説明します。 

        １番、本明町の田１筆、３９７㎡の農地について、一般住宅を建築し、住宅用地

とする転用申請です。契約内容は贈与。区域区分は調整区域、農振白地です。農地

の立地基準については第２種農地に該当しております。申請地ですが、盛土を最高

０．６２ｍ、切土を最高０．５５ｍ施し、隣地境界との間に擁壁を設けます。建物

は木造二階建ての住宅を建築し、雨水については水路へ、汚水等については農業集

落排水へ接続します。隣接する農地はなく、資金については融資証明で確認してい

ます。都市計画法第４３条第１項に基づく開発許可申請中です。 

        ２番、本明町の田１筆、６８５㎡について、駐車場用地２４台分とする転用申請

です。区域区分は調整区域、農振白地です。契約内容は売買、農地の立地基準につ

いては第２種農地に該当しております。譲受人は地縁団体である本明町自治会で、

隣接する町民グラウンド用の駐車場として整備するものです。雨水は水路へ放流し、

造成計画については、盛土を最高１ｍ施し、土砂が流出しないよう土留め工事を行

います。隣接する農地所有者等との協議書が添付されており、資金については残高

証明で確認しています。 

        ３番、川内町の畑１筆、２７８㎡の農地について、一般住宅を建築し、住宅用地

とする転用申請です。区域区分は調整区域、農振白地です。契約内容は売買、農地

の立地基準については農地全体の広がりが１０ｈａ以上ある第１種農地と思われ

ますが、集落に接続するため、不許可の例外に該当しております。申請地ですが、

造成はなく現状のまま利用し、建物は木造平屋建ての住宅を建築し、雨水について

は水路へ、汚水等については合併浄化槽を通じて水路へ放流します。隣接する農地

はなく、資金については融資証明で確認しています。都市計画法第４３条第１項に

基づく開発許可申請中です。 

         ４番、貝津町の登記地目が山林、課税現況地目が畑となっている農地２筆、計  

１８５．２６㎡について、分譲住宅用地６区画分とする転用申請です。契約は売買、

区域区分は調整区域、農振白地です。農地の立地基準については第３種農地に該当

します。転用の目的が造成のみの宅地分譲は原則許可できませんが、本申請は申請

人が一般社団法人であることから例外的に申請が可能となります。被害防除計画で

すが、現状のまま利用します。申請地周辺の一部に既存のコンクリート擁壁がある

ため、それを利用し土砂の流出を防ぎます。雨水は申請地内に新たに側溝を設け、

既存の側溝へ接続します。汚水等は合併浄化槽を設置する予定です。隣接する農地
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所有者等との協議書が添付されており、資金については融資証明で確認しています。

都市計画法第２９条第１項の開発許可については、令和２年９月２８日付で許可済

となっております。 

         ５番、小豆崎町の畑１筆、９０７㎡について、農業用倉庫２棟を建築し農業用施

設とした追認の転用申請です。区域区分は調整区域、農振白地です。契約内容は売

買、農地の立地基準については農地全体の広がりが１０ｈａ以上ある第１種農地と

思われますが、農業用施設への転用であるため、不許可の例外に該当しております。

申請地ですが、平成１０年４月頃に農業用倉庫２棟を整備し、許可なく施設を整備

したということで顛末書の提出がなされております。雨水は自然流下、隣接する農

地はなく、資金については通帳の写しで確認しています。 

         ６番、多良見町中里の田１０筆の合計２,７７９．８４㎡を特定建築条件付土地

とする申請です。区域区分は調整区域、農振白地です。契約内容は売買、農地の立

地基準については第２種農地に該当します。申請地ですが、木造２階建の住宅を建

築する予定で、造成については盛土を最高１ｍ施し、隣地境界との間に擁壁を設け

ます。雨水は水路へ、汚水については公共下水道へ接続、隣接する農地所有者等と

の協議書が添付されており、資金については融資証明で確認しています。また、都

市計画法第２９条第１項の規定による開発許可申請中です。 

         ７番、多良見町舟津の田１筆、４４７㎡について、農業用施設とした追認の転用

申請です。区域区分はその他の区域、農振白地です。契約内容は使用貸借権設定  

永久、農地の立地基準については出張所から概ね３００ｍ以内にある農地であるた

め第３種農地に該当しております。申請地ですが、借人が昭和４６年の構造改善事

業で、もみすり場、農業用倉庫を整備し、その後、平成１６年にながさき「食と農」

支援事業で、もみすり場を建て直したという経過があります。本来であれば転用申

請しなければならなかったのですが、申請がなされず現在まで至っておりました。

雨水は自然流下で、隣接する農地はなく、許可なく施設を整備したということで顛

末書の提出があっております。本件における追加の資金はありません。 

         ８番、森山町上井牟田の畑１筆、４４８㎡の農地について、一般住宅を建築し、

住宅用地とする転用申請です。契約内容は売買。区域区分はその他の区域、農振白

地です。農地の立地基準については第２種農地に該当しております。申請地ですが、

建物は木造平屋建ての住宅を建築し、造成計画については盛土を最高１ｍ施し、石

積工及びコンクリートによる土留め工事を行うことで被害の発生を防ぎます。雨水

については水路へ、汚水等については下水道へ接続します。隣接する農地はなく、

資金については融資証明で確認しています。 

         ９番、森山町下井牟田の田及び畑２筆、計６４３．１２㎡の農地のうち通路等を

除く有効利用面積４３２．４６㎡について、一般住宅を建築し、住宅用地とする転

用申請です。契約内容は売買。区域区分はその他の区域、農振白地です。農地の立

地基準については第２種農地に該当しております。申請地ですが、建物は木造二階

建ての住宅を建築し、造成計画については現状のまま利用し、雨水については水路

へ、汚水等については合併浄化槽を通じて水路へ接続します。隣接する農地所有者
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等との協議書が添付されており、資金については融資証明で確認しています。 

         １０番、飯盛町野中の田７筆、計２,２７５㎡を特定建築条件付土地とする申請

です。区域区分はその他の区域、農振白地です。契約内容は売買、農地の立地基準

については第２種農地に該当します。申請地ですが、木造２階建の住宅建築を予定

し、造成については盛土を最高１．２５ｍ、切土を最高０．２５ｍ施し、隣地境界

との間に擁壁を設けます。雨水は申請地内に道路側溝を設け、そこから既存の道路

側溝へ放流し、汚水等については合併浄化槽を通じて道路側溝へ接続します。隣接

する農地所有者等との協議書が添付されており、資金については融資証明で確認し

ています。また、本件は１，０００㎡を超える開発行為であるため、市環境保全条

例に基づくによる事前協議の対象であり、事前協議完了届の提出があっております。 

         １１番、飯盛町野中の田１筆、３０㎡について、駐車場用地１台分とする転用申

請です。契約内容は賃貸借権設定３０年。区域区分はその他の区域、農振白地です。

農地の立地基準については、第２種農地に該当しております。申請者ですが、現在

自家用車を４台所有しておりますが、自宅敷地内には３台分しか駐車できるスペー

スしかなく、駐車場が不足したため、転用申請を行うものです。申請地ですが、造

成を行わず現状のまま利用し、雨水は自然流下、隣接する農地所有者等との協議書

が添付されており、資金については通帳の写しで確認しています。 

         １２番、飯盛町中山の畑１筆、１７３㎡について、駐車場用地５台分とする転用

申請です。契約内容は賃貸借権設定２０年、区域区分はその他の区域、農振白地で

す。農地の立地基準については、第２種農地に該当しております。申請者ですが、

隣地において自動車販売業を営んでおり、従業員用の駐車場及び整備車両の駐車場

として利用するものです。申請地ですが、造成を行わず現状のまま利用し、雨水は

自然流下、隣接する農地はなく、本件における追加の資金はありません。 

         １３番、飯盛町里の田及び畑３筆、計３８４㎡について、一般住宅を建築し、住

宅用地とする転用申請です。区域区分はその他の区域、農振白地です。契約内容は

３筆のうち２筆については売買、１筆は贈与とするものです。農地の立地基準につ

いては出張所から概ね３００ｍ以内にある農地であるため第３種農地に該当して

おります。申請地ですが、建物は木造２階建ての住宅を建築し、雨水は水路へ、汚

水等は下水道へ接続します。造成については盛土を最高０．３４ｍ、切土を最高  

０．４９ｍ施し、土砂の流出を防ぐため土留め工事を施します。隣接する農地はな

く、資金については融資証明で確認しています。 

         １４番、高来町東平原の畑１筆、３８８㎡について、資材置場用地とする転用申

請です。契約内容は売買。区域区分はその他の区域、農振白地です。農地の立地基

準については水道・下水道の２管が通る道路に接し、かつ５００ｍ以内に２つ以上

の公共施設がある農地のため第３種農地に該当しております。申請者は市内で左官

業を営んでおりますが、資材置場が不足しているため、転用申請を行うものです。

申請地ですが、造成を行わず現状のまま利用し、雨水は自然流下、隣接する農地は

なく、資金については残高証明書で確認しています。 

         １５番、高来町水ノ浦の畑１筆、８５３㎡について、貸資材置場用地とする転用
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申請です。契約内容は売買。区域区分はその他の区域、農振白地です。農地の立地

基準については農地全体の広がりが１０ｈａ以上ある第１種農地と思われますが、

集落に接続するため、不許可の例外に該当しております。譲受人ですが、市内で建

築業を営んでおり、自身が代表取締役を務めております。本件は会社の資材置場が

不足しているため、自身が転用し、会社へ貸し出すものです。本来は貸資材置場へ

の転用は認められませんが、自身が役員を務める法人へ貸し出すものは例外的に転

用が可能となっております。申請地ですが、造成を行わず現状のまま利用し、雨水

は自然流下、隣接する農地所有者等との協議書が添付されており、資金については

通帳の写しで確認しています。なお、農用地区域からの除外決定が令和２年９月 

３０日付でなされております。議案第３号については以上となっております。 

議   長   議案第３号の説明がありましたので、１番と２番・諫早地区担当の委員さん補足

説明をお願いします。 

委   員   １番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土

地利用計画図、被害防除計画書等から判断して適正であると思われます。 

         ２番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、適

正であると思われます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

議   長   １番と２番の説明がありましたが、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、１番と２番は申請どおり許可することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、１番と２番は申請どおり許可することに決定いたし

ます。 

議   長   次に、３番・小野地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ３番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土

地利用計画図、被害防除計画書等から判断して適正であると思われます。ご審議の

ほどよろしくお願いします。 

議   長   ３番についての説明がありましたが、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、３番は申請どおり許可することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、３番は申請どおり許可することに決定いたします。 

議   長   次に、４番・真津山地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ４番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土

地利用計画図、被害防除計画書等から判断して適正であると思われます。ご審議の

ほどよろしくお願いします。 

議   長   ４番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 
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議   長   ご質問がないようですので、４番は申請どおり許可することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、４番は申請どおり許可することに決定いたします。 

議   長   次の５番は、４番委員に関する事項でございますので、農業委員会等に関する法

律第３１条の規定により、４番委員の退席を求めます。 

        （４番委員退席） 

議   長   次に、５番・長田地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ５番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土

地利用計画図、被害防除計画書等から判断して適正であると思われます。ご審議の

ほどよろしくお願いします。 

議   長   ５番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、５番は申請どおり許可することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、５番は申請どおり許可することに決定いたします。 

        ４番委員の入場を求めます。 

        （４番委員・入場→着席）  

議   長   次に、６番と７番・多良見地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ６番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土

地利用計画図、被害防除計画書等から判断して適正であると思われます。 

委   員   ７番・担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土

地利用計画図、被害防除計画書等から判断して適正であると思われます。ご審議の

ほどよろしくお願いします。 

議   長   ６番と７番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、６番と７番は申請どおり許可することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、６番と７番は申請どおり許可することに決定いたし

ます。 

議   長   次に、８番と９番・森山地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ８番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土

地利用計画図、被害防除計画書等から判断して適正であると思われます。 

        ９番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土

地利用計画図、被害防除計画書等から判断して適正であると思われます。ご審議の

ほどよろしくお願いします。 

議   長   ８番と９番について、何かご質問はありませんか。 
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         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、８番と９番は申請どおり許可することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、８番と９番は申請どおり許可することに決定いたし

ます。 

議   長   次に、１０番から１３番・飯盛地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   １０番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、

土地利用計画図、被害防除計画書等から判断して適正であると思われます。 

        １１番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、

土地利用計画図、被害防除計画書等から判断して適正であると思われます。 

委   員   １２番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、

土地利用計画図、被害防除計画書等から判断して適正であると思われます。 

        １３番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、

土地利用計画図、被害防除計画書等から判断して適正であると思われます。ご審議

のほどよろしくお願いします。 

議   長   １０番から１３番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、１０番から１３番は申請どおり許可することにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、１０番から１３番は申請どおり許可することに決定

いたします。 

議   長   次に、１４番と１５番・高来地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   １４番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、

土地利用計画図、被害防除計画書等から判断して適正であると思われます。 

        １５番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、

土地利用計画図、被害防除計画書等から判断して適正であると思われます。ご審議

のほどよろしくお願いします。 

議   長   １４番と１５番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、１４番と１５番は申請どおり許可することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、１４番と１５番は申請どおり許可することに決定い

たします。 

議   長   次に、議案第４号「農業経営基盤強化促進法による利用権設定審議の件」を議題 

（議案第４号） といたします。事務局から説明をお願いします。 

事 務 局   議案第４号「農業経営基盤強化促進法による利用権設定審議の件」についてご説



 - 13 - 

明いたします。 

        １番、小野地区、赤崎町の農地１筆、１，０１６㎡を、農業経営規模拡大を行う

ため、使用貸借６年で借り入れる新規の申出です。申出人は、水稲、麦、玉ねぎの

生産を主体に経営されています。 

         ２番と３番は借受人が同一の案件です。 

         ２番、有喜地区、天神町の農地１筆、２，６７４㎡、 

         ３番、有喜地区、天神町の農地１筆、１，３６９㎡、計２筆４，０４３㎡を農業

経営規模拡大を行うため賃貸借１０年で借り入れる新規の申出です。申出人は、水

稲、人参、馬鈴薯の生産を主体に経営されています。 

         ４番、多良見地区、多良見町佐瀬の農地１筆、１，８３１㎡を、農業経営規模拡

大を行うため、使用貸借２０年で借り入れる新規の申出です。申出人は、みかんの

生産を主体に経営されています。 

         ５番から９番は借受人が同一の案件です。 

         ５番、飯盛地区、飯盛町後田の農地１筆、１，５４１㎡、 

         ６番、飯盛地区、飯盛町後田の農地２筆、２，２０５㎡、 

         ７番、飯盛地区、飯盛町後田、飯盛町上原の農地３筆、５，８７１㎡、 

         ８番、飯盛地区、飯盛町後田の農地２筆、２，４３６㎡、 

         ９番、飯盛地区、飯盛町開の農地１筆、４，７４４㎡、計９筆１６，７９７㎡を

農業経営規模拡大を行うため賃貸借６年で借り入れる新規の申出です。申出人は、 

        馬鈴薯、人参、生姜の生産を主体に経営されています。 

         １０番、飯盛地区、飯盛町中山の農地２筆、２，５３８㎡を、農業経営規模拡大

を行うため、賃貸借３年で借り入れる新規の申出です。申出人は、水稲、イチゴの

生産を主体に経営されています。 

         １１番、高来地区、高来町溝口、高来町泉の農地２筆、２，６３７㎡を、農業経

営を行うため、賃貸借２０年で借り入れる新規の申出です。申出人は、ニラの生産

を主体に経営されています。 

１２番から１８番は借受人が同一の案件です。 

１２番、高来地区、高来町溝口、高来町金崎の農地２筆、３，１２４㎡、 

１３番、高来地区、高来町金崎の農地３筆、５，１３１㎡、 

１４番、高来地区、高来町金崎の農地３筆、５，１８５㎡、 

１５番、高来地区、高来町金崎の農地３筆、４，１６８㎡、 

１６番、高来地区、高来町金崎の農地３筆、４，８５８㎡、 

１７番、高来地区、高来町金崎の農地２筆、４，１１４㎡、 

１８番、高来地区、高来町金崎の農地２筆、３，４１８㎡、 

        計１８筆２９，９９８㎡を、法人として新規に就農するため１０月から５月までの

期間借地契約として賃貸借１０年で借り入れる新規の申出です。申出人は、ブロッ

コリー、レタス、オクラの生産を主体に経営されています。 

         １９番と２０番は借受人が同一の案件です。 

         １９番、小長井地区、小長井町小川原浦の農地２筆、２，４３３㎡、 
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         ２０番、小長井地区、小長井町田原の農地１筆、２，５８７㎡、 

        計３筆５，０２０㎡を農業経営規模拡大を行うため使用貸借２０年で借り入れる新

規の申出です。申出人は、野菜苗の生産を主体に経営されています。 

         ２１番、諫早地区、福田町の農地２筆、１，９９０㎡を、農業に精進するため、

貸借にて耕作していた農地を購入する申出です。申出人は、ホウレンソウの生産を

主体に経営されています。 

         以上、１番から２１番までの申し出は、権利取得後の全ての農地について、年間

を通して耕作されると認められるため、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の

各要件を満たしています。以上で議案第４号の説明を終わります。  

議   長   議案第４号の説明がありましたが、１番から１８番について、何かご質問はあり

ませんか。    

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、１番から１８番は、申出どおり許可することにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、１番から１８番は、申出どおり許可することに決定

いたします。 

議   長   次の１９番と２０番は、わたくし２０番委員に関する事項でございますので、農

業委員会等に関する法律第３１条の規定により、議長を１９番委員の会長職務代理

者と交代し、退席いたします。 

        （２０番委員退席） 

議   長   議長を交代し、審議を再開します。議案第４号の１９番と２０番について、何か

ご質問はありませんか。    

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、１９番と２０番は、申出どおり許可することにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、１９番と２０番は、申出どおり許可することに決定

いたします。 

        ２０番委員の入場を求め、議長を交替します。 

        （２０番委員・入場→着席）   

議   長   議長を交代し、審議を再開します。 

議   長   次の２１番は、４番委員に関する事項でございますので、農業委員会等に関する

法律第３１条の規定により、４番委員の退席を求めます。 

        （４番委員退席） 

議   長   ２１番について、何かご質問はありませんか。    

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、２１番は申出どおり許可することにご異議ありませ

んか。 
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（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、２１番は申出どおり許可することに決定いたします。 

        ４番委員の入場を求めます。 

        （４番委員・入場→着席）  

（議案第４,５号） 続きまして、関連がありますので、議案第４号の２２番から４９番、議案第５号

「農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画に対する意見聴取の件」について、

一括して議題とします。事務局から説明をお願いします。 

事 務 局   議案第４号の２２番、小野地区、赤崎町の農地２筆、１，３９５㎡を、議案第５

号の１番に使用貸借１０年で新規に権利設定する農用地利用配分計画です。権利の

設定を受ける者は、水稲、麦、玉ねぎの生産を主体に経営されており、今回、権利

の設定を受けることにより、農業経営規模拡大に繋がります。 

         議案第４号の２３番、小野地区、赤崎町の農地２筆、８４５㎡、 

議案第４号の２４番、小野地区、川内町の農地１筆、３，２３９㎡、 

        計４，０８４㎡を、議案第５号の２番に使用貸借１０年で新規に権利設定する農用

地利用配分計画です。権利の設定を受ける者は、水稲、玉ねぎの生産を主体に経営

されており、今回、権利の設定を受けることにより、農業経営規模拡大に繋がりま

す。 

         議案第４号の２５番、長田地区、長田町の農地１筆、１，０５３㎡を、議案第５

号の３番に賃貸借１０年で新規に権利設定する農用地利用配分計画です。権利の設

定を受ける者は、ミニトマトの生産を主体に経営されており、今回、権利の設定を

受けることにより、農業経営規模拡大に繋がります。 

         議案第４号の２６番、森山地区、森山町慶師野の農地２筆、２，０４０㎡、 

         議案第４号の２７番、森山地区、森山町本村の農地６筆、４，６６５㎡、 

         議案第４号の２８番、森山地区、森山町本村の農地４筆、３，２１０㎡、 

        計９，９１５㎡を、議案第５号の４番に使用貸借１０年で新規に権利設定する農用

地利用配分計画です。権利の設定を受ける者は、水稲の生産を主体に経営されてお

り、今回、権利の設定を受けることにより、農業経営規模拡大と農地中間管理事業

の活用に繋がります。 

         議案第４号の２９番、森山地区、森山町杉谷の農地１５筆、１１，６１６㎡、 

         議案第４号の３０番、森山地区、森山町杉谷の農地１筆、８９２.１４㎡、 

         議案第４号の３１番、森山地区、森山町杉谷の農地１３筆、８，７０４.０４㎡、 

         議案第４号の３２番、森山地区、森山町杉谷の農地８筆、３，５７３.１７㎡、 

         議案第４号の３３番、森山地区、森山町杉谷の農地３筆、３，４７０㎡、 

         議案第４号の３４番、森山地区、森山町杉谷の農地４筆、４，８０４㎡、 

         議案第４号の３５番、森山地区、森山町杉谷の農地１筆、１，１２０㎡、 

         議案第４号の３６番、森山地区、森山町杉谷の農地１筆、１，１５６㎡、 

         議案第４号の３７番、森山地区、森山町杉谷の農地１筆、１，２１３㎡、 

        計３６，５５２.３５㎡を、議案第５号の５番に使用貸借１０年で新規に権利設定

する農用地利用配分計画です。権利の設定を受ける者は、水稲の生産を主体に経営
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されており、今回、権利の設定を受けることにより、農地中間管理事業の活用と農

業経営規模拡大に繋がります。 

         議案第４号の３８番、森山地区、森山町杉谷の農地２筆、２，１６３㎡を、議案

第５号の６番に使用貸借１０年で新規に権利設定する農用地利用配分計画です。権

利の設定を受ける者は、水稲の生産を主体に経営されており、今回、権利の設定を

受けることにより、農地中間管理事業の活用に繋がります。 

         議案第４号の３９番、森山地区、森山町杉谷の農地３筆、４，００１㎡、 

         議案第４号の４０番、森山地区、森山町杉谷の農地３筆、１，５６３㎡、 

         議案第４号の４１番、森山地区、森山町杉谷の農地１筆、１，１１０㎡、 

        計６，６７４㎡を、議案第５号の７番に使用貸借１０年で新規に権利設定する農用

地利用配分計画です。権利の設定を受ける者は、水稲の生産を主体に経営されてお

り、今回、権利の設定を受けることにより、農地中間管理事業の活用と農業経営規

模拡大に繋がります。 

         議案第４号の４２番、森山地区、森山町杉谷の農地２筆、２，４７７㎡を、議案

第５号の８番に使用貸借１０年で新規に権利設定する農用地利用配分計画です。権

利の設定を受ける者は、水稲の生産を主体に経営されており、今回、権利の設定を

受けることにより、農地中間管理事業の活用に繋がります。 

         議案第４号の４３番、森山地区、森山町杉谷の農地２筆、３，６８１㎡を、議案

第５号の９番に使用貸借１０年で新規に権利設定する農用地利用配分計画です。権

利の設定を受ける者は、水稲の生産を主体に経営されており、今回、権利の設定を

受けることにより、農地中間管理事業の活用に繋がります。 

         議案第４号の４４番、森山地区、森山町杉谷の農地５筆、４，１５１㎡、 

         議案第４号の４５番、森山地区、森山町杉谷の農地２筆、２，０４８㎡、 

         議案第４号の４６番、森山地区、森山町杉谷の農地３筆、３，６６８㎡、 

        計９，８６７㎡を、議案第５号の１０番に使用貸借１０年で新規に権利設定する農

用地利用配分計画です。権利の設定を受ける者は、水稲の生産を主体に経営されて

おり、今回、権利の設定を受けることにより、農地中間管理機構の活用と農業経営

規模拡大に繋がります。 

         議案第４号の４７番、森山地区、森山町杉谷の農地１筆、３，３６４㎡を、議案

第５号の１１番に使用貸借１０年で新規に権利設定する農用地利用配分計画です。

権利の設定を受ける者は、水稲、馬鈴薯、ブロッコリーの生産を主体に経営されて

おり、今回、権利の設定を受けることにより、農業経営規模拡大に繋がります。 

         議案第４号の４８番、飯盛地区、飯盛町後田、飯盛町上原の農地３筆５，５５２

㎡を、議案第５号の１２番に賃貸借１０年で新規に権利設定する農用地利用配分計

画です。権利の設定を受ける者は、馬鈴薯、人参の生産を主体に経営されており、

今回、権利の設定を受けることにより、農業経営規模拡大に繋がります。 

         議案第４号の４９番、高来地区、高来町折山の農地２筆、１，７４２㎡を、議案

第５号の１３番に使用貸借１０年で新規に権利設定する農用地利用配分計画です。

権利の設定を受ける者は、ニガウリの生産を主体に経営されており、今回、権利の
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設定を受けることにより、農業経営規模拡大に繋がります。 

         続きまして議案第５号の配分計画の変更について、説明します。 

         既に農業経営基盤強化促進法により農地中間管理機構が利用権の設定を受けて

いる飯盛地区、飯盛町中山の農地２筆３，０４３㎡について、議案第５号の１４番

のとおり、配分を受けるものの変更を行う農用地利用配分計画です。権利の設定を

受ける者は、馬鈴薯、人参、生姜の生産を主体に経営しており、今回、権利の設定

を受けることにより、農業経営規模拡大に繋がります。契約内容は賃貸借で、貸借

期間は従前の貸借期間の残存期間である４年１１か月となっています。 

         以上、第４号議案の２２番から４９番までの申出は農地中間管理事業の実施に係

るものと認められるため、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号の要件を

満たしています。また、第５号議案の１番から１４番までの農用地利用配分計画は、

「農地中間管理事業の実施に関する規程」の「貸付先決定ルール」に基づき作成さ

れたものであります。以上で説明を終わります。 

議   長   議案第４号の２２番から４９番、また、議案第５号の１番から１４番について、

何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、議案第４号の２２番から４９番を許可し、議案第５

号の１番から１４番を「意見なし」とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、議案第４号の２２番から４９番を許可し、議案第５

号の１番から１４番を「意見なし」とすることに決定いたします。 

議   長   次に、議案第６号「地籍調査事業による農地地目の変更に伴う意見聴取の件」を 

（議案第６号） 議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

事 務 局   議案第６号「地籍調査事業による農地地目の変更に伴う意見聴取の件」について

ご説明いたします。 

        本案は、地籍調査課が地籍調査をした結果、登記地目の変更を予定している土地

について、農業委員会の意見を求められているものです。真津山地区、小船越町の

土地３筆について、農地から農地以外に変更が予定されています。内容については、

畑から宅地への変更が２筆、畑から雑種地への変更が１筆となっております。いず

れも市街化区域内の農地でありますので、農地転用する際には許可申請ではなく、

届出に相当するものとなります。以上で説明を終わります。 

議   長   議案第６号の説明がありましたが、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、議案第６号の地籍調査事業による農地地目の変更に

ついて、「異議がない」と意見することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、議案第６号の地籍調査事業による農地地目の変更に

ついて、「異議がない」と意見することに決定いたします。 

議   長   次に、議案第７号「農地利用最適化推進施策の改善に関する意見書（案）の件」 
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（議案第７号） を議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

事 務 局   議案第７号「農地利用最適化推進施策の改善に関する意見書（案）の件」につい

てご説明いたします。意見の聴取につきましては、皆様方から８月から９月にかけ

て意見を提出いただき、取り纏めたものを市長へ提出することとなります。 

１番の担い手への農地利用の集積・集約化の推進については、基盤整備が行われ

た地域では、担い手への集積が図られているとことから、引き続き基盤整備事業の

推進を求め、併せて、樹園地においても課題がありますので県内の先進事例を参考

にしながら推進を求めるものです。また、旧干拓地などの水田地域における排水対

策事業については、区域の拡大を求めるものです。 

それから２番の耕作放棄地の発生防止と解消に関する施策の推進についてでござ

います。皆様が実施した利用状況調査の中で、農振農用地区域内においても荒廃し

ているところが多く見られたということでしたので、農業振興地域整備計画の見直

し等により守るべき農地の明確化を求めるものです。 

それから３番の新規参入等に関する施策の推進についてということですけれども、

新規就農者が将来の中心経営体となれるよう地域で支える取組みをお願いしたいと

いうことを記載しております。 

それから４番のその他の項目で、有害鳥獣対策を毎年お願いしておりますけれど

も、予算拡充や施策の継続を求める内容となっております。以上簡単ですけれども

説明を終わります。 

議   長   議案第７号の説明がありましたが、何かご質問等はありませんか。 

委   員   有害鳥獣対策についてですが、今年は特にイノシシの被害が多いです。何故かと

いうと長雨と豪雨の影響でメッシュの下が崩れてしまって、そこからイノシシが押

し寄せてきております。関係機関と協議をしておりますけれども、なかなか予算が

ないようでございます。聞いたところによれば諫早市は鳥獣被害に対して年間１億

２千万円ほど出しているという話を聞きます。イノシシ被害やカモ被害などありま

すが、どのような配分をしているのか分かれば聞いてみたいと思っております。 

議   長   事務局でわかりますか。 

事 務 局   鳥獣の区分による割合は、ここではわかりませんので、次の総会で協議会の資料

を配布するようにさせていただきます。 

         （「はい」と言う者あり） 

議   長   ほかにございませんか。 

 委   員   補助事業でワイヤーメッシュを設置してきた訳ですけれども、老朽化や先ほど話

がありましたように長雨の影響でイノシシが下から潜り込んで来るなどして、相当

数が壊れています。これをどう修繕していくかとなった時に、土地改良区にもそん

なに予算がある訳でないので、補修や更新にも何らかの予算措置ができないものか

と言われております。厳しい財政状況とは思いますけれどもそのあたりも今回の意

見書の中に取り込んでいただければと思います。 

委   員   私は対策の委員をしておりますが、申請をすれば更新ができるようになっていま

す。耐用年数はメッキしたものが１４年で、その前の鉄製のものは１２年、電柵は
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８年ということです。私も今年更新したところです。最近は鳥獣被害でいうと私の

地区はミカンの生産地帯なものですからカラスが何百羽と押し寄せてきて果実を

ついばんでいくという行為があります。イノシシ被害はワイヤーメッシュである程

度は防げているのですが、アナグマとハクビシンによる被害がかなりあっておりま

す。 

議   長   ほかに何かありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   特にないようですので、議案第７号の農地利用最適化推進施策の改善に関する意

見書については、ご了承をお願いいたします。 

議   長   次に、議案第８号「農地利用最適化推進委員の委嘱の件」を議題といたします。 

（議案第８号） 事務局から説明をお願いします。 

事 務 局   議案第８号「農地利用最適化推進委員の委嘱の件」についてご説明いたします。 

        欠員となっていた森山地区の農地利用最適化推進委員について、農業委員会の承

認を求めるものです。下記の者を農地利用最適化推進委員として委嘱をしたいと思

います。委嘱する期間は令和２年１１月１日から令和５年７月１９日までです。提

案の理由といたしましては、森山地区の農地利用最適化推進委員の欠員に伴う公募

を行い、団体により推薦があった者について、農業委員会等に関する法律第１７条

の規定により委嘱することについて、農業委員会の承認を求めるものということで

ございます。経過を説明いたしますと、前推進委員がお亡くなりになった後、欠員

を募集する手続きをとりまして、公募を行ったところ自治会からの推薦者が１名あ

りました。ほかの応募者はありませんでした。農業委員会等に関する法律第８条第

４項に該当しないので、委嘱について承認を求めるものでございます。適格要件と

いたしましては、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者、禁錮以上の刑処

せられ、その執行終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者という

要件に該当する者は委員となることができないとなっております。なお、認定農業

者でハウスでアスパラガスを作付けされております。以上で説明を終わります。 

議   長   議案第８号の説明がありましたが、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、議案第８号の農地利用最適化推進委員の委嘱を承認

することに決定いたします。 

（報   告）  次に、報告案件について、事務局より報告をお願いします。 

事 務 局   報告第１号「農地法第３条の３の規定による届出書受理の件」について報告しま

す。 

        諫早地区から１件、諫早・真津山地区から１件、小野地区から１件、多良見地区

から２件、飯盛地区から３件、高来地区から２件、合計１０件の申出を受理しまし

た。届出理由は、全て相続により農地の所有権を取得したためです。 

        報告第２号「農地法第１８条第６項の規定による合意解約の通知の件」について

報告します。 

         諫早地区から１件、長田地区から１件、森山地区から４件、高来地区から１件、
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合計７件の通知が出ています。解約理由としましては、諫早地区の１件は売買する 

        ため、長田地区の１件と高来地区の１件は、耕作者を変更するため、森山地区の  

４件は農地中間管理機構に貸し付けるためとなっております。 

        報告第３号「農地法第５条の規定による農地転用届出書受理の件」につきまして

ご報告いたします。 

        １番、諫早地区、日の出町の畑２筆、計４７４．２８㎡を住宅及び通路用地にす

る売買の届出です。 

        ２番、小栗地区、鷲崎町の畑２筆、計５５２㎡を住宅用地にする売買の届出です。 

        ３番、小栗地区、平山町の畑３筆、計１，２１７㎡を住宅用地にする売買の届出

です。 

        ４番、真津山地区、久山町の畑９３㎡を駐車場用地にする売買の届出です。 

        ５番、多良見地区、多良見町化屋の畑１８８㎡を住宅用地にする売買の届出です。 

        報告第４号「農地改良等届出書受理の件」につきましてご報告いたします。 

         １番、諫早地区、本明町の農地２１０㎡について、田畑転換する届出です。隣地

との間に段差が生じるため、田を畑に転換し、嵩上を行うことにより生産性を高め

るものとなっております。工事後は大根、白菜等を作付する計画となっております。 

         ２番、多良見地区、多良見町中里の農地６０３㎡のうち５７㎡について、畑地嵩

上をする届出です。隣地との間に段差が生じるため、田を畑に転換し、嵩上を行う

ことにより生産性を高めるものとなっております。工事後はトマト・カボチャ・ナ

ス等を作付する計画となっております。 

         ３番 森山地区、森山町唐比東の農地７２９㎡について、田畑転換するする届出

です。排水が悪く、水稲栽培が困難なため、田畑転換を行うものとなっております。

工事後はレタスを作付する計画となっております。 

        報告第５号「農業用施設届出書受理の件」について報告します。 

        １番、多良見地区、多良見町野副の畑３１２㎡のうち１３．３６㎡に農業用倉庫

を設置する届出です。 

        ２番、高来地区、高来町溝口の畑４８０㎡のうち７５．３９㎡に農業用倉庫への

進入路及び耕作用道路を設置する届出です。 

        報告第６号「非農地通知申出書受理の件」について報告します。 

        多良見地区から１件の非農地通知申出書を受理いたしました。山林・原野化して

おり、農振白地です。以上で報告を終わります。 

議   長   ただいまの報告の件について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   なければ、報告の件は、ご了承をお願いいたします。 

議   長   以上をもちまして、本日提出されました案件は全て終了いたしました。 

        お諮りします。議決されました案件につきましては、字句、数字、その他整理を

要するものがありました場合、その整理を議長に委任されたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と言う者あり） 
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議   長   ご異議ありませんので、これらの整理を要するものにつきましては、議長に委任

することに決定いたしました。 

議   長   本日の、農地法等に係る審議結果をご報告します。 

議案第１号  農地法第３条許可                  ９件。 

議案第２号  農地法第４条許可                  １件。 

議案第３号  農地法第５条許可                 １５件。 

議案第４号  農業経営基盤強化促進法による利用権設定      ４９件。 

議案第５号  農地中間理事業に係る農用地利用配分計画      １４件。 

議案第６号  地籍調査事業による農地地目の変更に伴う意見聴取の件 １件。 

議案第７号  農地利用最適化推進施策の改善に関する意見書     １件。 

議案第８号  農地利用最適化推進委員の委嘱の件          １件。   

以上、審議件数は、全部で９１件でございました。 

         以上で本日の審議事項等はすべて終了いたしました。 

         委員さん方から何かご質問等はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   なければ、事務局から連絡事項等はありませんか。 

事 務 局   （事務連絡）    

議   長   ありがとうございました。それでは、これをもちまして、令和２年度諫早市農業

委員会第８回総会を閉会いたします。ありがとうございました。 
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